
西松建設㈱ 
最川 隆由 

 

建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議 
 
 
１．建設工事現場の安全性の点検、分析、評価等に係る自主的な取り組みについて 

○過去の災害に鑑み安全目標および安全衛生管理計画書(資料 1)を作成し実施している。 
○過去 5 年間で多く発生している事故型（墜落・転落、挟まれ・巻き込まれ、飛来・

落下）を重点管理項目に設定し管理している。 
○特定リスク評価シート（リスクアセスメント）を現場ごとに施工計画を作成する段

階で実施し現場特有のリスクを洗い出し対策をしている。 
○墜落・転落災害防止のため 11 月を「つい落災害一掃強化月間」として活動している。 
〇職長会の自主的な運営による安全衛生活動を推進している。（当社が定める上級職長

が軸となり職長会活動を積極的に運営するよう指導している。） 
〇作業環境に優れた現場を優良作業環境現場として表彰し、全国に水平展開している。 
 

２．建設現場における事故等を無くすために重要なこと 
(１)不安全設備・不安全行動の徹底排除 

 不安全設備においては、不備が是正されるまで使用停止を徹底している。また、

即時是正できない場合には立入禁止措置を実施している。また、法で定められて

いることではあるが、設備の設置・変更・解体時等の際の点検においては、施工

した協力会社はもとより、注文者として元請確認を励行している。始業前点検に

ついては、職長安責者による確認を徹底させている。 
 不安全行動においては、発見した際に作業を停止させ、事業主または職長同席で

安全教育を行ってからでないと作業を再開できないルールとしている。ヒューマ

ンエラーを防止するため「アクション７(資料 2)」を展開し完全定着を目指してい

る（現地ＫＹ、一人現地ＫＹ、声掛け運動、３・３・３運動、高齢者就労報告及

び配慮、ヒヤリハット・気づき運動、指差呼称）。 
 
 
 
 
 

 



(２)「労働安全衛生法の徹底」 
○職員・事業者・職長・作業員と各立場において理解していなければならない法規・関

係法令の教育を行っている。職長能力向上教育は、5 年以内に再教育を受けるようル

ール化している。 
(３)その他 
①「適正な工期の設定」 

  ○発注者と契約の締結にあたって、十分に協議を行った上で、工期を設定することが

重要。（工期の設定に際しては一日 8 時間作業を基本とし、完全週休 2 日、年末年始・

夏季連続休暇の取得を前提にしたうえで、降雨等による作業不能日を考慮して算定す

ることを基本とする。） 
 
②「安全健康経費の支払い等」 

  ○見積条件書「安全衛生経費の区分表(資料 3）」により、元請・下請との費用分担を明

確にし、元下間の契約金額に反映している。 
 
３．建設工事現場の安全確保のために（要望等） 
 (１)公共団体工事・民間工事問わず、適切な工期の設定、安全健康経費の確保について、

建設業は受注産業であることから立場も弱い中で、新たに策定される基本計画に基

づき発注者の理解・徹底を図られたいこと。 
 (２)建設工事現場は、土木・建築それぞれ様々であり、発注者の理解を得つつ、それぞれ

の現場に合った安全対策を、元請・下請の協力の下で講ずべきこと。 










